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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成22年４月23日に提出した第43期（自　平成21年２月１日　至　平成22年１月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂

正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第５　経理の状況

１　財務諸表等

(1）財務諸表

注記事項

関連当事者情報

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿線で示しております。

 

第一部【企業情報】

第５【経理の状況】

１【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

【注記事項】

【関連当事者情報】

当事業年度（自　平成21年２月１日　至　平成22年１月31日）

（訂正前）

親会社及び法人主要株主等（省略）

 

（訂正後）

（追加情報）

　当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号　平成18年10月17日）及び「関連当事者

の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号　平成18年10月17日）を適用しております。

　なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。

 

１．関連当事者との取引

親会社及び法人主要株主等（省略）

 

２．親会社に関する注記

親会社情報

株式会社　エスティオ（非上場）
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